
 

報道資料 

令和７年（2025 年）２月２０日 

 

 

 

 

「（仮称）熊本市犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」（素案）の策定に

関するパブリックコメント結果について 
 

 

 

 

 

記 

 

 

意見募集期間     令和６年（2024 年）１２月１８日(水) 

～令和７年（2025 年）１月１７日（金） 

 

意見提出人数及び件数 ３人、１５件 

 

 意見募集結果公表期間 令和７年（2025 年）２月２０日(木)～３月１９日（水） 

 

公表する内容     提出された意見と、それに対する市の考え方 

 

公表方法       熊本市ホームページ掲載 

            市役所生活安全課、区役所総務企画課、まちづくりセンター（中

央区まちづくりセンターを除く。）、中央公民館、中央区まちづく

りセンター大江交流室、中央区まちづくりセンター五福交流室、

河内まちづくりセンター河内交流室、河内まちづくりセンター芳

野分室、城南まちづくりセンター城南交流室、総合保健福祉セン

ター及び地域コミュニティセンターでの縦覧 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

熊本市生活安全課（３２８-2397） 

課長：中村 勝（なかむら まさる） 

担当：黒田 幸裕（くろだ ゆきひろ） 

「（仮称）熊本市犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」（素案）に対するパ

ブリックコメントの結果について、下記のとおり公表します。 



様式第２号（第５条関係） 

「（仮称）熊本市犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」（素案） 

に関するパブリックコメントの結果について 

令和７年２月２０日 

生活安全課 

「（仮称）熊本市犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」（素案）について、市民の

皆様からご意見を募集したところ、下記のようなご意見をいただきました。ありがとう

ございました。なお、公表にあたっては、取りまとめの都合上、ご意見を案件ごとに集

約させていただきました。 

記 

１ 意見募集期間     令和６年１２月１８日～令和７年１月１７日 

２ 意見募集結果の公表日 令和７年２月２０日 

３ ご意見の提出状況   ご意見を提出された方の人数   ３名 

             ご意見の件数（まとまりごと） １５件 

４ 提出されたご意見と、それに対する本市の考え方  別紙記載のとおり 

※いただいたご意見は、趣旨を要約させていただいております。また、同内容のご

意見は一項目として取りまとめさせていただきました。 

（内訳） 

【対応１（補足修正）】 

 ご意見を踏まえて素案を補足修正または追加記載したもの   １３件 

【対応２（既記載）】 

  既にご意見の趣旨、考え方を盛り込んでいる、あるいは同 

種の記載をしているもの                   １件 

 【対応３（説明・理解）】 

市としての考えを説明し、ご理解いただくもの         ０件 

 【対応４（事業参考）】 

素案には盛り込めないが、事業実施段階で考慮すべき事 

として今後の参考とするもの                 １件 

【対応５（その他）】 

素案に対する意見ではないが、意見として伺ったもの      ０件 

５ 意見募集結果資料の入手方法 

熊本市ホームページに掲載しており、また、生活安全課窓口、区役所総務企画課、

まちづくりセンター（中央区まちづくりセンターを除く。）、中央公民館、中

央区まちづくりセンター大江交流室、中央区まちづくりセンター五福交流室、

河内まちづくりセンター河内交流室、河内まちづくりセンター芳野分室、城

南まちづくりセンター城南交流室、総合保健福祉センター及び各地域コミュニ

ティセンターでも閲覧できます。 

 お問合せ先 

熊本市 生活安全課 

電話番号 096－328－2397     



No 項目 ご意見等の内容 本市の考え方 対応内訳

1

計
画
全
体

　各節の各基本施策の前に【防犯】【再犯防止】【犯罪被害者等支
援】について施策を実施する上での基本的な考え方について記載すべ
きと思います。
（各節の趣旨、目指すべき姿等について市民、事業者、行政が共通認
識を持つことが大切）
　例えば第１節では以下のような
『時機を得た様々な情報提供を行うことで、市民自らの防犯意識を高
めると共に、防犯のための環境整備を推進し、高齢者、子ども、女性
等への犯罪抑止に取組みます。』

各節の基本施策ごとに、施策を実施す
る上での基本的な考え方を記載してい
ますので、原案どおりといたします。

対応2（既記載）

2

計
画
全
体

　計画全体を通して、若年層や高齢者が犯罪に加担しないような点に
ついて記載すべきと思います。そのために若年層、高齢者に対する教
育・啓発の推進や相談体制、見守り支援体制整備が必要と思います。
（闇バイトや電話でお金詐欺について、最近は若年層や高齢者が加害
者にもなっている状況を考慮する必要がある）

若年層や高齢者等に対しては特に配慮
が必要であることから、基本施策とし
て位置づけ、教育・啓発等に取り組む
こととしております。
また、ご提案の通り犯罪に加担しな
い、させない事が重要であることか
ら、「P28基本施策3（1）」の表現を
修正いたします。

対応1（補足修正）

3
防
犯

P8　第２章_1_(2)_ア_（ェ）

（Ⅰ）飲酒運転の被害について
　現　状
　交通事故には、飲酒運転だけではなく、猛速度違反や携帯電話のな
がら運転等無謀な運転による事故も多いので、まず、交通事故全体の
状況について記載した後に、「特に、飲酒運転による事故は～」と繋
げたらどうか。

ご意見を踏まえ、交通事故の状況につ
いて追記いたします。

対応1（補足修正）

4
防
犯

P8　　第２章_1_(2)_ア
P23　第４章_2_第1節_基本施策1

（Ⅰ）飲酒運転の被害について
　飲酒運転の被害に関する現状・課題認識について賛同いたします。
課題中に「社会全体での意識改革が必要です。」との記載があります
が、令和5年の道路交通法の改正により、自転車に関しても酒気帯び
運転の罰則が法定化されたことから、P23における「飲酒運転の根絶
に向けた啓発情報の発信」については、自動車の運転者等はもちろ
ん、自転車の運転等にも、これまで以上の啓発を行うことが重要と考
えます。

ご指摘のとおり、自転車も含めた車両
全般に対して啓発を行ってまいりま
す。

対応4（事業参考）

5
防
犯

P26　第４章_2_第1節_基本施策2
　
　（2）犯罪につながる空家の抑制
　空き家対策の基本方針を掲載するよりも具体的な取組を記載すべき
と思います。
「管理不全空家等、特定空家等になる前の段階での除却の促進」
「老朽危険空家等除却補助」「老朽空き家除却補助」「空き家のリ
フォーム補助」等

ご意見を踏まえ、具体的な取組を記載
いたします。

対応1（補足修正）

提出されたご意見とそれに対する本市の考え方

様式第2号（第5条関係）別紙

1/ 3



6
防
犯

P28　第４章_2_第1節_基本施策3

　 高齢者・こども・女性等への犯罪抑止について
　『これらの人々は犯罪の標的になりやすいため』とあり、被害者に
ならない視点で記載してあります
　加えて【加害者とならないための視点】での記載も必要と思いま
す。

ご提案の通り犯罪に加担しない、させ
ない事が重要であることから、「P28
基本施策3（1）」の表現を修正いたし
ます。 対応1（補足修正）

7
防
犯

P32　第４章_2_第1節_基本施策3_（５）_ア

ア　配偶者等からの暴力・暴言等に関する相談、住民基本台帳事務
　　におけるＤＶ等支援措置等について
　　市営住宅の目的外使用についても記載すべきと思います。

ご意見を踏まえ、主な取組の支援項目
に「市営住宅の入居に関する相談（市
営住宅課）」を追記いたします。

対応1（補足修正）

8

再
犯
防
止

P36　第４章_2_第2節_基本施策2

【主な取組】
ウ 就労及び住居の確保などに関する支援について以下の取組を
　　追記すべきと思います。

　熊本市居住支援協議会による刑余者への居住支援（住宅政策課）

ご意見を踏まえ、「熊本市居住支援協
議会」による取組を追記いたします。

対応1（補足修正）

9

犯
罪
被
害
者
等
支
援

P16　第２章_1_(2)_ウ

ウ　犯罪被害者等支援
（ア）	二次被害の状況について
現　状
犯罪被害については、まず、直接的被害についての記載が必要と思わ
れる。
「犯罪被害者の多くは、身体的・精神的に深く傷ついて長期にわたり
苦しみます。また、直接的被害に加え、誹謗中傷による～」と追記し
てほしい。

ご意見を踏まえ、「身体的・精神的に
深く傷ついて～」を追記いたします。

対応1（補足修正）

10

犯
罪
被
害
者
等
支
援

P43　第４章_2_第3節_基本施策1

(3) 住居確保に関する支援の【主な取組】にも
　熊本市居住支援協議会による刑余者への居住支援（住宅政策課）
（再掲）

ご意見を踏まえ、「熊本市居住支援協
議会」による取組を追記いたします。

対応1（補足修正）

11

犯
罪
被
害
者
等
支
援

P44　第４章_2_第3節_基本施策2

　市民・事業者等への理解促進
支援の必要性を理解してもらうために、「犯罪被害者への支援を実施
するには、犯罪被害者等が必要な支援を受け、一日でも早く穏やかな
生活を取り戻すためには、周囲の人の正しい理解が～」と修正してほ
しい。

ご意見を踏まえ,「犯罪被害者等が必要
な支援を受け、～」に修正いたしま
す。

対応1（補足修正）

12

犯
罪
被
害
者
等
支
援

P47　第４章_2_第3節_基本施策3

（３）くまもと被害者支援センターへの活動支援
3行目　「当該団体は、犯罪被害者等早期援助団体に指定されてお
り、～」とあるが、「犯罪被害者等早期援助団体」について、用語解
説を付けてほしい。

ご意見を踏まえ、「用語解説」に追記
いたします。

対応1（補足修正）

13

付
属
資
料

P58　付属資料　関連一般施策

80　国民健康保険の第三者行為による傷害届
　当該記載内容は、国民健康保険法第64条（損害賠償請求権）に基づ
く国民健康保険法施行規則第32条の6の第三者行為の届出の説明であ
るが、施策になっていないと考えます（施策例：もし当該制度が市民
に十分周知されていないと認識されているのであれば、市から世帯主
に対して積極的な啓発活動を行う等）。

ご意見を踏まえ、本市の行っている周
知・啓発に関する取組として修正いた
します。

対応1（補足修正）

2/ 3



14

付
属
資
料

P58　付属資料の関連一般施策

84　空家対策課の取組内容
２６ページについての意見を反映し、具体的な施策を記載すべきと思
います。

ご意見を踏まえ、具体的な施策名に変
更いたします。

対応1（補足修正）

15

付
属
資
料

P74　用語解説
　「熊本市居住支援協議会」を追加していただきたい。

ご意見を踏まえ、「熊本市居住支援協
議会」を追記いたします。

対応1（補足修正）

3/ 3



新旧対照表 

                      

No 修正前（旧） 修正後（新） 

1 

計画全体（P28 第 4 章_2_第 1 節 基本施策 3（1）） 

(1) 「電話で『お金』詐欺」等の被害防止

啓発活動 

～啓発活動を通じて、                  

詐欺の手口や対策を広く周知することで、

被害を未然に防ぐことが重要です。 

    地域全体で協力し合うことで、詐

欺に対する警戒心を高め、安全な社会を実

現します。 

 

(1) 「電話で『お金』詐欺」等の被害防止

啓発活動 

～啓発活動を通じて、犯罪に加担しな

い、させない等の対策を広く周知し、被害

を未然に防ぎます。 

また、地域全体で協力し合うことで、詐

欺に対する警戒心を高め、安全な社会を実

現します。 

 

2 

 

P8 第２章_1_(2)_ア_（ェ） 

                                  

                                  

                                   

                                   

                                  

                     

 。 

   熊本県内の飲酒運転による交通事故

は減少傾にあるものの、毎年一定数の飲酒

運転が検挙されています。飲酒運転検挙件

数は増加傾向にあり  。 

熊本県内の交通事故件数は、平成 16 年

（２００４年）の 13,167 件をピークに令

和 5 年（2023 年）は 3,312 件と大幅に

減少しているものの、全国では飲酒運転や

高速度運転等による事故などが課題となっ

ており、必要な法整備に向けた検討が進め

られています。 

また、熊本県内の飲酒運転による交通事故

も減少傾向にあるものの、毎年一定数の飲

酒運転が検挙されており、飲酒運転検挙件

数は増加傾向にあります。 

3 

P26 第 4 章_2_第 1 節 基本施策 2（２） 

【主な取組】 

ア 空家等の所有者等への情報提供の充実

（空家対策課） 

倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の

阻害等、多岐に亘る問題が発生し、地域住

民の住環境に悪影響を及ぼすため、対策と

して、空き家の適正管理を促します。 

【主な取組】 

ア 総合的な空家等対策による安全・安心

な魅力ある住環境の実現（空家対策課） 

空き家問題の意識啓発や利活用の推進、

空き家の適正な維持管理や措置等、総合的

な空家等対策を推進していきます。 

■老朽危険家屋等除却補助■老朽空き家除

却補助 

■空き家のリフォーム補助■空き家バンク 

■空き家管理事業者紹介制度 

4 

P３２ 第 4 章 ２ 第 1 節 基本施策 3（５） 

 （以下、記述の追加） 

 

【主な取組】 

■市営住宅の入居に関する相談  

 



5 

P36 第 4 章 2 第 2 節 基本施策 2（1） 

イ 市営住宅 への入居支援 

市営住宅は、低額所得者や高齢者、障が

い者など、真に住宅に困窮する世帯の居住

の安定を図るためのセーフティネットの根

幹としての役割を担っています。 

関係機関及び関係団体と連携し、住宅確保

要配慮者 32等に対する支援につなげます。 

■                      

住宅確保要配慮者に対する支援（市営住宅

課） 

■高齢者等への当選率優遇措置（市営住宅

課） 

 

 

イ 市営住宅等への入居支援 

市営住宅は、低額所得者や高齢者、障が

い者など、真に住宅に困窮する世帯の居住

の安定を図るためのセーフティネットの根

幹としての役割を担っています。 

関係機関及び関係団体と連携し、住宅確保

要配慮者 32等に対する支援につなげます。 

■高齢者等への当選率優遇措置（市営住宅

課） 

■熊本市居住支援協議会 33による、住宅確

保要配慮者に対する支援（住宅政策課） 

 

 

6 

 

P16 第２章_1_(2)_ウ（ァ） 

現 状 

犯罪被害者等の多くは、                  

                     

 直接的な被害に加え、誹謗中傷等による

心身の不調、休職や治療などによる経済的

損失といった、時間経過に伴う二次的な被

害にも苦しんでいます。 

 

 

現 状 

犯罪被害者の多くは、身体的・精神的に深

く傷ついて長期にわたり苦しみます。ま

た、直接的な被害に加え、誹謗中傷による

心身の不調、休職や治療などによる経済的

損失といった、時間経過に伴う二次的な被

害にも苦しんでいます。 

7 

P43 第４章_2_第 3 節_基本施策 1（３） 

 （以下、記述の追加） 

 

【主な取組】 

イ 住宅確保要配慮者等に対する支援（住宅

政策課） 

 熊本市居住支援協議会により、住宅確保に

課題を抱える方の民間賃貸住宅への円滑

な入居を支援します。 

 

8 

P44 第４章_2_第 3 節_基本施策 2 

市民・事業者への理解促進 

犯罪被害者等への支援を実施するには、   

                 周囲

の人の正しい理解が重要となります。 

 

 

市民・事業者への理解促進 

犯罪被害者等が必要な支援を受け、一日でも

早く穏やかな生活を取り戻すためには、周囲

の人の正しい理解が重要となります。 



9 

P47 第４章_2_第 3 節_基本施策 3 

(3) くまもと被害者支援センターへの活動

支援 

当該団体は、犯罪被害者等早期援助団体 に

指定されており、本市もくまもと被害者支援

センターの行う活動を支援します。 

 

 

(3) くまもと被害者支援センターへの活動

支援 

当該団体は、犯罪被害者等早期援助団体 38に

指定されており、本市もくまもと被害者支援

センターの行う活動を支援します。 

（以下、記述の追加） 

用語解説 

３８ 犯罪被害者等早期援助団体 

10 

P58 付属資料 関連一般施策 

80 国民健康保険の第三者行為による傷病

届       

 第三者から受けた傷害の治療について、

加入している保険者（熊本市）に届出を行

うことで国民健康保険を使い治療を受ける

ことができます。             

                     

                     

               。 

80 国民健康保険の第三者行為による傷病

届の周知・啓発 

 第三者から受けた傷害の治療について、

加入している保険者（熊本市）に届出を行

うことで国民健康保険を使い治療を受ける

ことができます。熊本市 HP への掲載や、

勧奨通知の送付などを通して、適切に国民

健康保険での治療を受けることができるよ

う周知・啓発に取り組んでいます。 
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P58 付属資料 関連一般施策 

取組名：84 空家等の所有者等への情報提

供 

内 容：倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景

観の阻害等、多岐に亘る問題が発生し、地

域住民の住環境に悪影響を及ぼすため対策

として、空き家の適正管理を促します。 

 

取組名：84 空家対策事業  

内 容：老朽空き家除却補助・空き家バン

ク・空き家管理事業者紹介制度など、総合

的な空家等対策を推進していきます。 
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P74 用語解説 

 （以下、記述の追加） 

 

用語解説 

熊本市居住支援協議会 

熊本市にお住まいの高齢者、障がい者、子育

て世帯等といった住宅の確保に課題を抱え

る方（住宅確保要配慮者）の民間賃貸住宅へ

の円滑な入居を実現することを目的に、福

祉・不動産の関係団体および行政が協働して

必要な支援策の協議を行う組織 

 

 


